


がんの早期発見
参考１０

○ がん検診については 健康増進法第１９条の２に基づく健康増進事業として市町村が実施

１ 概要

○ がん検診については、健康増進法第１９条の２に基づく健康増進事業として市町村が実施。
○ 厚生労働省においては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」（平成２０年３月３１日

厚生労働省健康局長通知）を定め、市町村による科学的根拠に基づくがん検診を推進。

２ 内容

種類 検 査 項 目 対象者 受診間隔

胃がん検診 問診及び胃部エックス線検査 ４０歳以上 年１回

子宮がん検診 問診、視診、子宮頚部の細胞診及び内診 ２０歳以上 ２年に１回

肺がん検診 問診、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診 ４０歳以上 年１回

乳がん検診
問診、視診、触診及び乳房エックス線検査

（マンモグラフィ）
４０歳以上 ２年に１回

大腸がん検診 問診及び便潜血検査 ４０歳以上 年１回

※１ 子宮がん検診：有症状者は、まず医療機関の受診を勧奨。ただし、本人が同意する場合には、子宮頚部の細胞診に引き続き
子宮体部の細胞診を実施。

年 象 診 年：平成１５年度まで、対象者は３０歳以上、受診間隔は年１回。
※２ 乳がん検診 ：平成１５年度まで、対象者は５０歳以上、受診間隔は年１回。
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